
第２次宮代町自殺対策計画　事業実施状況調査

№ 事業名 事業内容 頁 令和６年度実施状況 取組状況 令和７年度目標 担当

1
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

宮代町健康づくり庁
内連携会議

宮代町健康づくり庁内連携会議を開催
し、全庁的な自殺対策を推進します。

19

健康づくり庁内連携会議については、計
画の策定や計画の見直し等必要に応じて
開催することとしており、計画初年度である
令和６年度は開催しなかった。

計画に基づき
概ね実施中

必要に応じて会議を開催
し、自殺対策の推進を図
る。

健康増進担当

2
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

宮代町健康づくり推
進委員会

宮代町健康づくり推進委員会において、
自殺対策の視点を踏まえた健康づくり事
業の推進を図ります。

19
第２次宮代町自殺対策計画の開始年度で
あることから、１回開催し、前計画の反省点
等の整理を行った。

計画に基づき
実施中

宮代町健康づくり推進委
員会を１回開催し、自殺
対策に視点をおいた事業
展開ができているかを進
行管理する。

健康増進担当

3
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

精神ケース検討会の
開催

関係機関や関係者、相談業務を行ってい
る職員等でハイリスク者のケース検討会を
行い、適切な支援方法等について検討し
連携支援します。

19

隔月（年6回）に精神事例検討会を実施し
た。
事例検討実人数１６人、延べ人数４７人

計画に基づき
実施中

隔月に精神事例検討会を
開催し、関係機関で情報
の共有や、適切な支援方
法等を検討する。

健康増進担当

4
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

ケース対応会議
関係機関と情報共有し連携して支援を行
うため、関係各課とハイリスクケースの情
報共有と対応の検討を行います。

19

月に1回こども安心担当と赤ちゃん訪問担
当者、こども家庭センター職員とケース対
応会議を実施し、ハイリスクケース等の支
援の検討を行った。
ケース検討数：延１５８人（内、特定妊婦実
３０人）

計画に基づき
実施中

毎月こども安心担当と赤
ちゃん訪問担当者、こども
家庭センター職員とケー
ス対応会議を開催し、ハ
イリスクケース等の支援の
検討を行う。

健康増進担当

5
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

妊娠期からの虐待
予防強化事業

医療機関と連携して妊娠・出産・育児期に
養育支援を必要とする家庭を把握して訪
問支援等を行うことにより、児童虐待の予
防に努めます。

19
医療機関からの養育支援連絡票や情報
提供により把握したケースについて、関係
機関と連携して訪問等の支援を実施した。

計画に基づき
実施中

医療機関と連携して支援
を必要とする家庭を把握
し、関係機関と連携して、
虐待の予防や母の育児の
支援を行う。

母子保健担当

6
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

要援護者見守り支援
ネットワーク

高齢者や障がい者等が住み慣れた地域
で安心して自立した生活が送れるよう、地
域住民、民間事業者、関係機関および行
政が連携して、日常生活や業務の中で、
気づきによる見守りや声かけ活動を実施
します。

19

令和6年度、新たに覚書を結んだ事業者
は一社。要援護者見守り支援ネットワーク
会議を、令和７年２月７日に開催し、宮代
町における要援護者見守り支援の状況、
成年後見と悪徳商法の内容で研修会を実
施した。

計画に基づき
概ね実施中

令和7年度はコロナ禍で
数年開催出来ていない高
齢者声掛け訓練の実施を
検討する。

高齢者支援
担当

7
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

民生委員・児童委員
の活動支援

地域で見守りを行う民生委員・児童委員
活動を支援し、連携及び情報の共有を図
ります。

19
地域訪問や見守り活動を通し、地域密着
型の取組みを実施した。

計画に基づき
概ね実施中

民生委員・児童委員活動
を支援し、地域訪問や見
守り活動を通し、共有を図
る。

福祉支援担当

8
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

社会福祉協議会との
連携

福祉ボランティア団体連絡会を開催する
社会福祉協議会との連携を強化し、情報
の共有化を図ります。

19
福祉ボランティア団体との情報交換を実施
し、情報の共有化に努めた。

計画に基づき
概ね実施中

福祉ボランティア団体連
絡会を開催する社会福祉
協議会との連携を強化
し、情報の共有化を図る。

福祉支援担当

9
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

児童虐待防止対策
事業

要保護児童対策地域協議会を開催し、保育園・幼
稚園・学校・児童相談所等の関係機関と連携し、虐
待を受けている乳幼児や児童の早期発見、早期対
応及び見守り等を実施します。
また、学校や保育園等への訪問や子どもの見守りが
必要な家庭に弁当や食材の等を届けるなど支援を
行います。

19

要保護児童対策地域協議会について、代表者
会議を年1回（5月）、実務者会議を年4回（6
月、9月、12月、3月）、個別ケース検討会議を
年20回実施しました。
また、学校、保育園等の関係機関訪問を年32
回、見守りが必要な家庭に対し、弁当配布（14
世帯51回）、生活支援（9世帯731回）を実施し
た。

計画に基づき
実施中

要保護児童に対し、地域に
おける共通認識を深め児童
虐待の未然防止、早期発
見・対応に努め、引き続き見
守りが必要な家庭に弁当や
生活物資の支援を行う。
・関係機関に対し、児童虐待
対応の周知を行う。

こども安心担当

分野別課題

1



第２次宮代町自殺対策計画　事業実施状況調査

№ 事業名 事業内容 頁 令和６年度実施状況 取組状況 令和７年度目標 担当分野別課題

10
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

就学支援委員会
就学時の健康診断の結果を受けて関係
機関と情報を共有し、就学予定者の適切
な就学先を検討して判断します。

20

・次年度の就学予定者や障害のある児童生徒
一人ひとりのニーズに応じた適正な就学支援
の推進を目的に計画的に実施した。
・より専門的な支援として、特別支援学校の
コーディネーターと連携し、学校訪問や相談等
を実施した。
・通年、教育相談の実施をした。

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
予定

学校教育担当

11
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

小中一貫教育推進
事業

学校間の円滑な接続ができるよう、関係
機関の連携と情報共有を行います。

20

・学校間や関係機関の連携と情報共有を
行った。
・中学校区を中心として、小中で児童生徒
の情報交換を実施した。

計画に基づき
実施中

令和６年度と同様に実施
予定

学校教育担当

12
地域における連携
とネットワークの強
化

地域におけるネット
ワークの強化

水道事業

水道料金の支払い困難者に対しては、分
割納入の誓約を取るとともに、生活保護担
当者や社会福祉協議会と調整を図りま
す。また、介護保険担当と連携して検針
員による高齢者の見守りを行います。

20

水道事業と第一環境株式会社で協定を締
結した、地域見守り活動に関する協定に
基づき、検針員による地域の見守りを実施
した。

計画に基づき
実施中

引き続き検針員による地
域の見守り、支援が必要
な場合は各担当との連携
を行う。

上下水道室

13
地域における連携
とネットワークの強
化

相談窓口の周知 相談窓口の周知

様々な窓口を訪れた自殺ハイリスク者に
対し、支援相談窓口の情報が伝わるよう、
庁内関係課や関係機関に相談窓口の周
知と連携を図ります。

20

サポータ養成講座を修了した方々に定期
的に集まってもらい、活動できるよう支援を
行った結果、新規に健康づくりに関する１
団体の自主グループが立ち上がった。

計画に基づき
実施中

高齢者の社会参加の場と
もなっている健康づくり団
体を支援することで介護
予防のみならずうつの抑
制に繋げる。

健康増進担当

14
地域における連携
とネットワークの強
化

相談窓口の周知 相談シート
相談窓口同士をつなぐ共通シートを作成
し、他分野の関係機関が連携しやすくな
るよう努めます。

20
令和６年度は他課への連絡ケースがいな
かった。

計画に基づき
実施中

相談シートを活用して他課と
連携を図る。また、改善点な
ど随時修正していく。

健康増進担当

15
地域における連携
とネットワークの強
化

相談窓口の周知
国保・後期（葬祭費）
給付事業

葬祭費申請の際に、申請者が大切な方と
の死別による喪失感やストレスを抱えてい
ると思われる場合、状況により関係部署へ
の案内を行います。

20 問い合わせ事案なし。
計画に基づき
実施中

問い合わせがあった際は
関係部署へ案内する。

国保・後期担当

16
地域における連携
とネットワークの強
化

相談窓口の周知 窓口での情報提供
問合せがあった際、関係部署への案内を
行います。

20 問い合わせ事案なし。
計画に基づき
実施中

問い合わせがあった際は
関係部署へ案内する。

戸籍住民担当
年金担当

17
地域における連携
とネットワークの強
化

相談窓口の周知
窓口等での情報提
供

各種税申告や納税相談などの際に、必要
な場合においては相談・支援情報の提供
や各課への案内を行います。

20

　個人所得や資産等に係る各種税申告
時、また、納付に関する相談時において関
係機関が実施する相談・支援情報や各課
への案内が必要と思われる場合において
は情報提供を実施した。

計画に基づき
実施中

各種の税申告や納税に
関する相談などの際に、
必要な場合においては、
関係機関が実施する相
談・支援の情報提供や各
課への案内を行う。

町民税担当
資産税担当
徴収担当

18
人材の育成、相談・
支援の充実

人材の育成
自殺予防研修の参
加

保健師が新任期から自殺対策に関する
研修を受講し、自殺対策の視点や対応に
ついて学び、地域住民の支援にあたるこ
とができるよう努めます。

21
埼玉県主催の研修会に積極的に参加し、
職員間で情報共有し対応について学ん
だ。

計画に基づき
実施中

自殺対策に対する考え方や
対応方法、自殺の動向等、
知識の習得や最新の知見を
得るため、引き続き積極的に
研修に参加し、自殺対策の
視点や対応を学ぶ。

健康増進担当
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第２次宮代町自殺対策計画　事業実施状況調査

№ 事業名 事業内容 頁 令和６年度実施状況 取組状況 令和７年度目標 担当分野別課題

19
人材の育成、相談・
支援の充実

人材の育成
ゲートキーパー養成
講習

様々な職種や町民を対象としたゲート
キーパー養成講習を適宜実施します。

21

町内小・中学校の教員職員（参加物15人）と町
民対象（参加者29人）にゲートキーパー養成講
座を実施。ゲートキーパーの役割とともに、自
分自身のこころのケアについても意識啓発を
行った。

計画に基づき
実施中

民生委員・児童委員と町
民にゲートキーパー講座
を実施し、地域で自殺予
防ができるよう努める。

健康増進担当

20
人材の育成、相談・
支援の充実

人材の育成
消費者被害防止サ
ポーターの養成

高齢者等の消費者被害の未然防止・早
期発見を図るため、地域で見守り活動や
啓発活動を行うボランティアである「埼玉
県消費者被害防止サポーター」を養成
し、その活動を支援します。

21

二か月に一度届く高齢者の消費者被害防止の
ための啓発資料などを共有した。また、町で開
催した消費生活講座への参加などを通し、高
齢者に多いトラブルだけでなく若者に多いトラ
ブルについても知ってもらう機会を設けた。

計画に基づき
実施中

引き続き啓発資料などを
共有し、サポーターの身
近な方の見守り活動や啓
発活動をサポートしてい
く。

商工観光担当

21
人材の育成、相談・
支援の充実

人材の育成 職員の健康管理

町職員として役割を果たすことができるよ
うに、メンタルヘルス不調を未然に防止す
るためのストレスチェックやメンタルヘルス
対策などの職員研修を実施することで、
職員の心身面の健康維持を図ります。

21

　令和６年度については、ストレスチェックを町
職員281名（再任用職員、会計年度任用職員
を一部含む）に対して実施した。また、メンタル
ヘルス不調への防止するための対策の一環と
して、令和7年1月22日に管理職職員を対象と
したカスタマーハラスメント研修を実施した。

計画に基づき
実施中

令和７年度についても、ス
トレスチェックやメンタルヘ
ルス対策職員研修等を実
施する。

庶務職員担当

22
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

健康相談

生活習慣病やその他疾病に関する健康相談
を実施するとともに、統合失調症やうつ病等の
精神疾患を抱える方、孤立・引きこもり状態に
ある方とその家族の相談に対し、必要に応じて
地区担当保健師等によるこころの健康に関す
る相談を実施し、関係機関と連携しながら適切
な支援に努めます。

22
本人や家族からの健康づくりに関する相
談を受けた。

計画に基づき
実施中

相談窓口の周知に努め、
引き続き、本人や家族か
らの相談を受ける。

健康増進担当

23
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

産後うつ予防事業

赤ちゃん訪問時(出生児全員訪問、面接
時)にエジンバラ産後うつ病質問票(ＥＰＤ
Ｓ）を産婦全員に実施し、産後うつ病の早
期発見と相談支援に努めます。

22

４か月までの赤ちゃんの訪問等で、全員の
産婦に産後うつ病質問票を実施し適切な
支援を行った。
訪問１５６人、面接２人

計画に基づき
実施中

赤ちゃん訪問等で産後う
つ病質問票を産婦全員へ
実施し適切な支援を行う。

母子保健担当

24
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

子どもの健康相談

子どもの健康相談をとおして、母親への
支援を行います。また、ほっとサロンでは、
親子交流により育児の孤立化の防止につ
なげます。

22
健康相談を42回実施し、母の育児等の支
援を行った。
実219人、延665人

計画に基づき
実施中

健康相談を実施し、母の
育児等の支援を行う。

母子保健担当

25
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

栄養相談
生活習慣病やその他疾病予防に関する
栄養相談等を実施します。希望者にはオ
ンラインによる相談を行います。

22
来所での個別相談または電話にて栄養相
談を行った。
乳幼児延30人、成人延7人

計画に基づき
実施中

栄養相談を実施し、生活
習慣病等の予防を支援す
る。

健康増進担当

26
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

地域包括支援セン
ター運営管理事業

地域包括支援センターを適切に運営し、
高齢者の介護・福祉・健康・医療など様々
な相談に対応することで、住み慣れた環
境で、安心して自分らしい生活を続けるこ
とができるよう支援します。

22

毎月地域包括支援センターと町で連絡会を開
催し情報共有している。令和6年5月15日、令
和７年2月21日に介護従事者連絡会で介護保
険改正内容や事故報告書、神経難病について
研修等実施。自立支援型地域ケア会議を年6
回開催し、事例検討行った。

計画に基づき
実施中

令和７年度から町内2か所となる
地域包括支援センターと町で毎
月連絡会を開催し情報共有す
る。また年2～3回程度介護従事
者連絡会を開催し、研修等の機
会を設ける。

高齢者支援
担当

27
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

精神保健相談の推
進

保健所、相談支援事業所等の関係機関と
連携し、精神保健相談の充実を図ります。

22
本人や家族の精神保健に関する相談を随
時実施した。

計画に基づき
概ね実施中

保健所、相談支援事業所
等の関係機関と連携し、
精神保健相談の充実を図
る。

福祉支援担当

3
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28
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

町民相談
町民相談員が様々な悩みを抱えた方の
相談を受け、その解決に向けた助言を行
います。

22

町民の身近な相談窓口として、町民相談員（人
権擁護委員）による町民相談を実施した。
実施日：毎月第２月曜日
場所：役場庁舎２階会議室
年間相談件数：１件

計画に基づき
実施中

町民相談員が様々な悩み
を抱えた方の相談を受
け、その解決に向けた助
言を行う。

人権・男女共同
参画担当

29
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

行政相談
行政相談委員が行政に対する苦情や意
見、要望を受け、その解決や行政の制
度、運営の改善に活かしていきます。

22
行政に対する苦情や意見、要望等の相談
窓口として、町民相談と同所で行政相談
委員による相談所を開設した。

計画に基づき
実施中

引き続き行政相談委員が
行政に対する苦情や意
見、要望を受け、その解
決や行政の制度、運営の
改善に活かす。

人権・男女共同
参画担当

30
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

法律相談
弁護士が法律トラブルを抱えた方の相談
を受け、解決に向けた助言を行います。

22

町民が抱える法律問題の解決を図るた
め、法律相談を実施した。
実施日：毎月第２火曜日午前、第４火曜日
午後
場所：役場庁舎２階相談室
年間相談件数：９５件

計画に基づき
実施中

弁護士が法律トラブルを
抱えた方の相談を受け、
解決に向けた助言を行
う。

人権・男女共同
参画担当

31
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

女性相談

女性相談員が女性が抱える様々な悩み
の相談を受け、その解決に向けた助言を
行います。特に、ＤＶ被害者支援につい
ては、県や警察、庁内関係部署と連携し、
解決に向けた支援をしていきます。

22

女性が生活の中で直面している様々な悩みを
打ち明けられる場として、女性相談員による女
性相談を実施した。
実施日：毎月第３月曜日、年２回休日相談
場所：役場庁舎２階相談室
年間相談件数：２４件

計画に基づき
実施中

女性相談員が女性が抱え
る様々な悩みの相談を受
け、その解決に向けた助
言を行う。

人権・男女共同
参画担当

32
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

消費生活相談
消費者の利益保護や生活の安定・向上を
目的とした消費生活相談や多重債務に関
するトラブルの相談を行います。

22

消費者の利益保護や生活の安定・向上を
目的とした消費生活相談や多重債務に関
するトラブルの相談を行った。町広報紙で
毎月消費者被害の事例紹介等の特集とと
もに、消費生活センターの存在を周知し
た。

計画に基づき
実施中

引き続き消費生活相談や多
重債務に関するトラブルの相
談を受け付ける。広報で毎
月消費者被害の事例の紹介
と消費生活相談センターの
周知を行う。また、高齢者の
消費者トラブルを防ぐために
昨年度とはテーマを変えた
消費生活講座を開催する。

商工観光担当

33
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

子ども家庭相談
子ども及び家庭に係る問題の解決を図る
ため、情報提供と助言指導を行います。

22

毎週実施。相談員が子どもや家庭におけ
る不安や悩みに対する相談や情報提供を
実施。前年度と比較すると相談件数は減
少した。
相談件数：４９件

計画に基づき
概ね実施中

子ども及び家庭に係る問
題の解決を図るため、情
報提供と助言指導を行う。

こども笑顔担当

34
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

乳幼児健全育成すく
すく相談

乳幼児の育成に関する相談を受け、情報
提供と助言を行います。

23

毎週実施。相談員が乳幼児の育成に関
し、相談や情報提供を実施。前年度と比
較すると相談件数は減少した。
相談件数：９２件

計画に基づき
概ね実施中

乳幼児の育成に関する相
談を受け、情報提供と助
言を指導行う。

こども笑顔担当

35
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

育児相談
子育てに関する相談に応じ、子育てに関
する情報提供や指導助言を行います。

23

毎週実施。相談員が子育てに関し、相談
や情報提供を実施。前年度と比較すると
相談件数は増加した。
相談件数：１１８件

計画に基づき
概ね実施中

子育てに関する相談に応
じ、子育てに関する情報
提供と助言指導を行う。

こども笑顔担当

4
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36
人材の育成、相談・
支援の充実

相談・支援体制の
充実

納税相談
各種税申告や納税相談などの際に、必要
な場合においては相談・支援情報の提供
や各課への案内を行います。

23

納付に関する相談時において、関係機関
が実施する相談・支援情報や各課への案
内が必要と思われる場合においては情報
提供を実施した。

計画に基づき
実施中

納税に関する相談などの
際に、必要な場合におい
ては、関係機関が実施す
る相談・支援の情報提供
や各課への案内を行う。

町民税担当
資産税担当
徴収担当

37
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

相談窓口の周知
各種事業を通じて相談窓口や相談場所
の周知を図ります。

24
所内ロビーに設置した「こころの健康コー
ナー」にメンタルヘルスに関する情報を集
約し情報提供を行った。

計画に基づき
実施中

引き続き相談窓口につい
て情報提供や周知に努め
ると同時に、利用促進にも
努める。

健康増進担当

38
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

各検診等での情報
提供

各検診等において、自殺対策やメンタル
ヘルスに関する情報を提供します。

24

所内にメンタルヘルスに関するチラシやポ
スターを掲示したり、「こころの健康コー
ナー」を設置した。検診の待ち時間には、
心の健康に関するDVD等を活用して情報
提供を行った。

計画に基づき
実施中

保健センター来所の機会
を活用して広く自殺対策
やメンタルヘルスに関する
情報提供をしていく。

健康増進担当

39
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

自殺予防週間・自殺
対策強化月間

自殺予防週間（9月）や自殺対策強化月
間（3月）に合わせ、ポスターの掲示等によ
り、町民への情報周知や啓発を図ります。

24
自殺予防週間や自殺対策月間に合わせ
て、ポスターを保健センターや役場庁舎に
掲示した。

計画に基づき
実施中

自殺予防週間（9月）や自殺
対策強化月間（3月）に合わ
せ、ポスターの掲示等によ
り、町民への情報周知や啓
発を図る。

健康増進担当

40
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

男女共同参画会推
進事業

男女共同参画情報誌及びセミナーで、男
女共同参画に関する意識啓発を行いま
す。また、悩みを抱えた方が相談できる相
談先を周知していきます。

24

・性的少数者（LGBT等）について正しい理解を
深めるため、職員及び町内商工会員を対象に
図書館ホールにおいて「性の多様性／ＬＧＢＴ
について」の研修会を実施した。
・女性に対する暴力をなくす運動実施週間の
パネル展として「ＳＴＯＰ!!児童虐待＆ＳＴＯＰ!!
ＤＶ」を子育て支援課と連携して行った。
・健康の秘訣は『食』にあり ～いつまでも若々し
く！老化を防いで身体の中から健康に～を
テーマに男女共同参画セミナーを開催した。
・男女共同参画情報誌「ふらふーぷ」発行広報
誌２月号

計画に基づき
実施中

男女共同参画情報誌及
びセミナーで、男女共同
参画に関する意識啓発を
行う。また、悩みを抱えた
方が相談できる相談先を
周知する。

人権・男女共同
参画担当

41
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

人権講演会
人権講演会等をとおして、命の大切さや
人権の尊重など、人権意識の高揚を図り
ます。

24

様々な人権問題に対する正しい理解と認識を
深めるため、町職員や教職員、指定管理施設
等の関係団体職員を対象に研修会を実施し
た。
実施日：令和７年２月５日（水）
場所：コミュニティセンター進修館小ホール
参加者数：５８人

計画に基づき
実施中

人権問題に対する正しい
理解と認識を深めるため、
町職員や教職員、指定管
理施設等の関係団体職
員を対象に研修会を実施
する。

人権・男女共同
参画担当

42
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

広報紙・ホームペー
ジでの情報提供

広報みやしろや町公式ホームページなど
において、相談や講演会の周知など情報
発信に努めます。

24
各課の実施する相談や研修事業、講演会
など情報を広報紙やホームページ、SNSで
周知した。

計画に基づき
実施中

各課の実施する相談や研
修事業、講演会など情報
を広報紙やホームペー
ジ、SNSにより、わかりやす
く周知する。

秘書広報担当

43
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

掲示スペース等での
周知

庁舎内の掲示スペース等において、相談
会や講演会等のポスター掲示などにより
町民への情報提供を行います。

24
自殺予防週間（9 月）や自殺対策強化月
間（ 3月）に合わせ、ポスターを掲示した。

計画に基づき
実施中

令和６年度同様に予防及
び対策強化月間に合わ
せて、ポスターを掲示す
る。

管財担当

5
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44
住民への啓発と周
知

住民への啓発と周
知

人権教育

様々な人権問題に対する正しい理解と認
識を深め、互いに人権を尊重する意識を
高めるため、人権教育研修会を行いま
す。

24

・様々な人権問題に対する正しい理解と認
識を深めてもらうため、広報６月号、８月
号、１２月号、３月号に「人権それは愛」を
掲載した。
・正しい人権感覚を養うため「人権問題合
同研修会」を実施した。

計画に基づき
実施中

正しい人権感覚を養うた
め「人権問題合同研修
会」を実施する。

生涯学習・
スポーツ振興
担当

45
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援 健康相談
高齢者が抱える健康問題を踏まえ、健康
相談を実施し、高齢者の健康づくりに努
めます。

25
こころの相談や身体の健康に関する相談
を随時実施した。

計画に基づき
実施中

相談窓口の周知に努め、
引き続き本人や家族から
の相談を受ける。

健康増進担当

46
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援 各種保健事業

各種がん検診や健康診査、肝炎ウイルス
検診、骨粗しょう症検診等を通じ、自殺の
要因の一つとなり得る健康問題の早期発
見と支援を行います。

25
各種検診を実施し、健康問題の早期発
見・予防に努めた。

計画に基づき
実施中

受診者数が減少している
ため、各種検診の必要性
の周知に努め、引き続き
検診を実施する。

健康増進担当

47
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援 各種健康教育

骨粗しょう症検診のフォローアップ教室や
みやしろ健康マイレージ事業、知っ得！
けんこう講習等で高齢期の健康づくりの支
援を行い、自殺の要因となり得る健康問
題の予防に努めます。

25

健康づくりに関する支援を行った。
健康づくりの各種講習・取組延べ人数：
654名
みやしろ健康マイレージ参加者：6,106名

計画に基づき
実施中

引き続き各教室の周知に
努め、健康教育を実施す
る。

健康増進担当

48
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援
総合相談（地域包括
支援センター）

地域包括支援センターを適切に運営し、
高齢者の介護・福祉・健康・医療など様々
な相談に対応することで、住み慣れた環
境で、安心して自分らしい生活を続けるこ
とができるよう支援します。

25

総合相談（介護保険、介護サービス3,656件、
福祉サービス122件、認知症相談100件、権利
擁護32件、その他の相談171件、見守り等150
件）は年間4,231件だった。地域訪問は80歳以
上の高齢者のみ世帯を訪問し、対象者1,201人
中718人に会った。事業所（ケアマネジャー）か
らの相談は年間265件だった。

計画に基づき
実施中

令和７年度から町内南北の
圏域に分け、地域包括支援
センターを２か所に増設し、
個々のケースに応じた細や
かな対応ができる体制を整
備する。

高齢者支援
担当

49
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援
緊急時通報システム
事業

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急
時通報システムを設置することにより、急
病・事故などの際に速やかな救助活動に
つなげ、日常生活上の緊急事態への不
安を解消します。

25
7件の新規設置、6件の撤去、7件の緊急
通報、9件の生活相談があった。

計画に基づき
実施中

２４時間体制での見守り、
緊急時に迅速かつ的確な
救助活動ができる体制を
確保し、ひとり暮らしの不
安解消を図る。

高齢者支援
担当

50
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援
高齢者等給食配食
サービス事業

見守りが必要で買物ができない、ひとり暮
らしの高齢者や心身に障がいがある者に
給食を届けることで、見守り、安否確認、
栄養改善を行います。

25
食事の準備ができない一人暮らし高齢者
等の自宅へ食事を宅配し、食生活の改善
や見守りを図った。

計画に基づき
実施中

引き続き自分で食事の準
備ができない一人暮らし
高齢者等の自宅へ週１か
ら３回、夕食を宅配し、食
生活の改善や見守りを図
る。

高齢者支援
担当

51
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援 地域交流サロン

地域に住む人たちが気軽に集える場を地
域住民が主体的に運営し、高齢者の閉じ
こもりを解消するとともに元気アップが図
れるよう、担い手の育成、補助金の交付等
により支援を行います。

25

地域住民が気軽に集える場である地域交
流サロン及び地域主体で実施する健康づ
くり自主グループの運営補助として施設利
用補助を19団体、備品購入補助を6団体
に行った。

計画に基づき
実施中

サロン運営スタッフの高齢
化が進んでいる為サロン
を継続できるよう補助金の
交付以外の方策を検討し
ていく。

高齢者支援
担当

52
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援

高齢者健康づくり支
援事業(町民グラウン
ドゴルフ、町民輪投
げ大会の開催）

高齢者の健康・生きがいづくり、参加者の
交流を目的としたスポーツ・レクリエーショ
ン大会を開催します。

26
第3回町民親睦輪投げ大会（151名参
加）、第28回グラウンド・ゴルフ大会（91名
参加）を開催した。

計画に基づき
実施中

引き続き町民親睦輪投げ
大会、グラウンド・ゴルフ
大会を開催する。

高齢者支援
担当

6
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№ 事業名 事業内容 頁 令和６年度実施状況 取組状況 令和７年度目標 担当分野別課題

53
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援
介護予防・健康づく
り活動支援事業

介護予防・健康づくり活動を支援し、身近
な場所で高齢者が定期的に集まること
で、健康づくりや社会参加・地域づくりを
促進し、身体機能の低下に伴う社会や家
庭での役割喪失等の予防に努めます。

26

サポータ養成講座を修了した方々に定期
的に集まり活動できるよう支援を行った結
果、新規に１か所高齢者の社会参加の場
ともなっている健康づくり団体が立ち上
がった。

計画に基づき
実施中

高齢者の社会参加の場と
もなっている健康づくり団
体を支援することで介護
予防のみならずうつの抑
制に繋げる。

高齢者支援
担当

54
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援
避難行動要支援者
支援事業

災害時に一人では避難が難しい高齢の
方や体の不自由な方に対し、近隣住民が
助け合い、速やかに避難する仕組みづく
りを行い、誰もが安心して暮らすことがで
きる地域づくりを推進します。

26

名簿提供した自主防災会のうち、18団体・
160人の個別避難計画の提出があり、災害
時の個別支援体制についての共有を図る
ことができた。

計画に基づき
実施中

福祉課、くらし安全課と3課
打合せによる情報共有や防
災会長、区長・自治会長、民
生委員を集めた合同説明会
を開催し、災害時の個別支
援体制を進めていく。

高齢者支援
担当

55
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援 各種保健事業

特定健康診査や特定保健指導のほか、
各種がん検診や糖尿病重症化予防対策
事業など各種保健事業を通じ、健康問題
の解消に努めます。

26

・特定健康診査の結果に基づき、支援の対象
者に管理栄養士が個別面談をし、6か月にわ
たって定期的な保健指導を実施した。また、集
団健診では胃がん・肺がん・大腸がん検診を同
時に受診できる体制を構築した。
・健康ステーション事業では、ウオーキングイベ
ントと谷本道哉氏による講演会を実施した。

計画に基づき
実施中

引き続き特定健康診査や
特定保健指導、各種がん
検診などの各種保健指導
を通じ、健康問題の解消
に努める。

国保・後期担当

56
生きることの促進要
因への支援

高齢者への支援 みやしろ大学
高齢者の生きがいや仲間づくりにつなが
る学習機会等を提供します。

26

進修館大ホールへの会場変更、プログラ
ム数の増加（年３回→５回）、定員制限の
撤廃により、延べ参加者数が５１６人に増
加した（登録者数146人）。

計画に基づき
実施中

令和６年度と同様に実施
予定

生涯学習・
スポーツ振興
担当

57
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

こども家庭センター
による相談の実施

妊娠期から子育て期までの母子保健や育
児に関する様々な悩み等の相談を専門
職が行い、子育て中の孤独感や不安感
等の負担軽減を図り、健やかな生活を送
れるよう支援します。

27

母子健康手帳交付や転入時の助成券の差し
替え時等に面接を行い、妊娠期から子育て期
の様々な悩みの相談を実施（母子健康手帳交
付172人転入時の妊婦健診助成券の差し替え
16人）した。
ケース対応会議を12回実施し、ハイリスク妊婦
や見守りが必要な家庭等の対応について検討
しそれぞれの家庭に必要な支援を行った。

計画に基づき
実施中

母子健康手帳交付や転入時
の助成券の差し替え時等に
面接を行い、妊娠期から子
育て期の様々な悩みの相談
を行う。
ケース対応会議を毎月実施
し、ハイリスク妊婦や見守りが
必要な家庭等の対応につい
て検討しそれぞれの家庭に
必要な支援を行う。

こども安心担当
母子保健担当

58
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

妊産婦への支援の
実施

周産期における妊産婦への支援として、
低所得の妊婦に対する初回受診助成等
の経済的支援を行います。

27
令和6年度に低所得の妊婦に対する初回
受診助成を開始した。実績1名。

計画に基づき
実施中

引き続きホームページ等
周知を行うとともに母子手
帳交付時に、個別案内を
行い、必要な方が支援を
受けられる体制を整える。

母子保健担当

59
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

母子健康手帳交付
母子健康手帳交付時に保健師等が面接
を行い、心身の健康を保ち妊娠・出産で
きるように支援を行います。

27

母子手帳交付時に妊婦の体調、出産育児
に対する不安の有無、育児協力体制の状
況について保健師が面接を行い、面接で
リスクの高い方に対する支援を行った。

計画に基づき
実施中

引き続き保健師による面
接を行い、心身の健康を
保ち妊娠・出産できるよう
支援を行う。

母子保健担当

60
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

妊婦健康診査助成
券の交付

妊婦健康診査の定期的な受診を支援す
るため助成券を交付します。

27
妊婦健康診査の定期的な受診を支援する
ため助成券を交付した。

計画に基づき
実施中

引き続き妊婦健康診査の
定期的な受診を支援する
ため助成券を交付する。

母子保健担当

61
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

ママ・パパ教室、すく
すく広場

妊娠期にママ・パパ教室を実施し、出産
後には同窓会としてすくすく広場を実施
し、母の育児における孤立感や不安感の
軽減を図ります。

27

2日間コースの教室を年3回実施、妊婦参
加者延べ48人、夫17人が参加。同窓会で
あるすくすく広場は、全8回開催し、延べ30
人が参加した。

計画に基づき
実施中

教室の運営方法を随時見
直して実施する。孤立化
予防のため、地域での交
流の場として活用できるよ
う教室内容を検討してい
く。

母子保健担当

7
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62
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

乳児家庭全戸訪問
事業

出産後4か月までに赤ちゃん訪問を実施
し、適切な支援を行います。育児不安や
産後うつの疑いのある人には、地区担当
保健師による継続支援のほか、家族や医
療機関との連携調整を図って、母子の支
援を進めます。

27

生後4か月までに赤ちゃん訪問を実施し、
育児の状況等を把握し適切な支援を行っ
た。支援の必要な方に対して担当保健師
が関係機関と連携しながら母子の支援を
行った。

計画に基づき
実施中

生後4か月までに赤ちゃ
ん訪問を実施し、育児の
状況等を把握し適切な支
援を行う。

母子保健担当

63
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

産後ケア事業
出産後の母子に対して心身のケアや育児
のサポートを行い、安心して子育てができ
るよう支援します。

27

R6年度よりデイサービス型を開始。委託先
を拡大し、受け入れ体制を整えた。
訪問型実人数16人(延41回 )、宿泊型実人
数6人(延23回)、デイサービス型実人数6
人(延16日)利用があった。

計画に基づき
実施中

継続実施。新たな委託先
を追加し、利用者が必要
な時に利用できるよう体制
を整える。

母子保健担当

64
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

乳幼児健康診査事
業

乳幼児が心身ともに健康に発育発達する
ため、４か月児健康診査・10か月児健康
診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康
診査を実施します。虐待予防の観点から
多機関と連携し未受診児の状況の把握を
行います。

27

各乳幼児健診を集団健診にて実施した。
多職種連携により適切な支援を行い、育
児の孤立化防止、不安や悩みの軽減に努
めた。健診未受診児に対しては地区担当
保健師が家庭訪問や面接を行った。

計画に基づき
実施中

引き続き乳幼児健診を集
団で実施する。児の発育
発達や育児状況を把握
し、適切な支援を行う。

母子保健担当

65
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

離乳食教室、２歳の
親子教室

子どもの発育や育児の状況等について把
握し、必要な支援を行います。

27

子どもの計測、発育・発達や育児について
等、保健師による個別相談を実施した。相
談を通して心配がある場合は、継続的な
支援を行った。

計画に基づき
実施中

計測及び、保健師による
個別相談を通して、発育・
発達、育児について支援
を行う。

母子保健担当

66
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

ことばの相談、心理
相談

子どもの発達に関して言語聴覚士や臨床
心理士・公認心理師が専門的な相談を実
施します。

27
ことばや発達の心配がある親子に、言語
聴覚士や公認心理師・臨床心理士による
相談を実施した。

計画に基づき
実施中

子どもの発達に関して心
配のある親子に、言語聴
覚士や公認心理師・臨床
心理士による相談を実施
する。

母子保健担当

67
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

かるがもクラブ
ことばの発達の遅れのある子と保護者を
対象に、かるがもクラブを実施し子育てを
支援します。

27

ことばの発達の遅れのある子と保護者を対
象に、かるがもクラブを実施し子育て支援
を行った。
開催回数：12回(毎月１回)
延べ参加者数：104人

計画に基づき
実施中

ことばの発達の遅れのあ
る子と保護者を対象に、
かるがもクラブを実施し子
育てを支援する。

母子保健担当

68
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

子育て支援センター

子育て支援センターにおいて、子育て中
の親同士、子ども同士が触れ合い、子育
ての楽しさを味わいながら安心して、地域
で子育てができるようサポートします。

28

子育て支援センターにおいて、相談員、保
育士、職員が子育て中の親子の遊びや交
流を見守りながら、相談や支援を実施。
子育て支援センター：3箇所
年間述べ利用組数：8,830組

計画に基づき
概ね実施中

子育て支援センターに来
所した親子に対し、親子
の交流の場を設け、安心
して地域で子育てができ
るようサポートする。

こども笑顔担当

69
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

子育てサークルの育
成支援事業

子育て支援センターに来所した親子に対
し、サークルづくりの声掛けを行うととも
に、子育てサークルの活動支援を行いま
す。

28

子育て支援センターにおいて、年齢に合
わせた教室や講座を開催し、親子の交流
の場を設けた。
地域子育てサロンについて周知し、活動
支援を行った。

計画に基づき
概ね実施中

子育て支援センターに来
所した親子に対し、子育
サロンの周知と活動支援
を行う。

こども笑顔担当

70
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

ファミリー・サポート・
センター事業

地域で安心して子育てができるように、子
育ての相互援助活動を支援するファミ
リー・サポート・センター事業を推進しま
す。

28

利用会員：116人、提供会員：78人
活動実績：680件
利用会員、提供会員共に会員数が増加し
ている。
利用促進のため、講習会や交流会を実施
した。

計画に基づき
実施中

・提供会員数を増加し、必
要な援助を迅速に行う。
・会員相互の交流を深め
る。

こども安心担当

8
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71
生きることの促進要
因への支援

妊産婦・子育てをし
ている保護者への
支援

緊急サポートセン
ター事業

地域で安心して子育てができるように、子
育ての相互援助活動を支援する緊急サ
ポートセンター事業を推進します。

28

利用会員：85人、提供会員：32人
活動実績：6件
利用会員、提供会員共に会員数が増加し
ている。
利用促進のため、講習会や交流会を実施
した。

計画に基づき
実施中

・提供会員数を増加し、必
要な援助を迅速に行う。
・会員相互の交流を深め
る。

こども安心担当

72
生きることの促進要
因への支援

生活困窮者への支
援

孤立・引きこもり状態
にある人への支援

本人・家族からの相談を受け関係機関と
連携し支援にあたります。

28

ひきこもり相談実人数１件。本人・家族と面
接を実施した。定期的な面接を継続し、本
人・家族の心理的支援を行った。
また、医療受診や幸手保健所事業のひき
こもり相談につながった。

計画に基づき
実施中

本人・家族からの相談を
受け関係機関と連携し支
援を行う。

健康増進担当

73
生きることの促進要
因への支援

生活困窮者への支
援

生活困窮相談窓口
での相談対応

生活困窮者からの相談を受け、相談内容
に応じて関係機関へのつなぎを行いま
す。

28

電話、窓口における生活困窮に関わる相
談を受け付け、本人の希望に基づき、生
活保護の申請等について東部中央福祉
事務所やアスポートへつないだ。

計画に基づき
概ね実施中

生活困窮者からの相談を
受け、相談内容に応じて
関係機関へつなぐ。

福祉支援担当

74
生きることの促進要
因への支援

精神疾患等のある
人への支援

健康相談

統合失調症やうつ病等の精神疾患を抱え
る方、孤立・引きこもり状態にある方とその
家族の相談に対し、必要に応じて地区担
当保健師等によるこころの健康に関する
相談を実施し、関係機関と連携しながら
適切な支援に努めます。

29
こころや身体の健康に関する相談を随時
実施し、精神保健電話相談が延べ56人で
面接・訪問の延人数が125人であった。

計画に基づき
実施中

本人・家族からの相談に
対して面談等を行い、必
要な関係機関と連携を行
う。

健康増進担当

75
生きることの促進要
因への支援

精神疾患等のある
人への支援

精神ケース検討会の
開催

関係機関や関係者、相談業務を行ってい
る職員等でハイリスク者のケース検討会を
行い、適切な支援方法等について検討し
連携支援します。

29

福祉課とハイリスク者のケース検討会議を
年６回実施し、適切な支援方法について
検討した。その他、幸手保健所管内精神
障害者地域生活連絡会に年４回参加し、
精神科病院等と連携を図った。

計画に基づき
実施中

福祉課とハイリスク者の
ケース検討会議を継続実
施する。また、幸手保健所
管内精神障害者地域生
活連絡会へ参加する。

健康増進担当

76
生きることの促進要
因への支援

精神疾患等のある
人への支援

精神障がい者の相
談

本人・家族からの相談を受け、障害福祉
サービスの情報提供や支給及び相談支
援事業所や関係機関と連携し支援にあた
ります。

29
幸手保健所やケースを取り巻く関係機関と
連携した。

計画に基づき
概ね実施中

本人・家族からの相談を
受け、障害福祉サービス
の情報提供や支給及び
相談支援事業所や関係
機関と連携し支援する
す。

福祉支援担当

77
生きることの促進要
因への支援

精神疾患等のある
人への支援

障害福祉サービスの
提供

自立支援医療費や精神保健福祉手帳、
生活や就労訓練等の障害福祉サービス
の提供により本人の自立を支援します。

29
自立支援医療費や精神保健福祉手帳、
生活や就労訓練等の障害福祉サービスの
提供により本人の自立を支援した。

計画に基づき
概ね実施中

自立支援医療費や精神
保健福祉手帳、生活や就
労訓練等の障害福祉
サービスの提供により本
人の自立を支援する。

福祉支援担当

78
生きることの促進要
因への支援

精神疾患等のある
人への支援

障害年金の相談
本人や家族からの障害年金の相談につ
いて請求の案内を行い、必要に応じて関
係部署との連携を図ります。

29 問い合わせ事案なし。
計画に基づき
実施中

問い合わせがあった際は
関係部署へ案内する。

年金担当

79
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

就学に向けての保
護者交流会

発達の遅れや障がいがあるお子さんの就
学について不安を抱えている保護者を対
象に、学校教育担当、言語聴覚士、臨床
心理士・公認心理師等との相談や、先輩
保護者等との情報交換会を実施します。

30

教育委員会と連携し、情報交換会を９月に
実施した。保護者が就学までの流れを理
解し、就学に向けた相談が円滑に進めら
れるよう支援した。
参加保護者数：13組

計画に基づき
実施中

引き続き就学に関する保護
者の心配、悩みは大きいた
め、保護者同士が悩みを共
有でき、進路を決める手立て
となる情報交換の場を設け
る。

母子保健担当

9
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80
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

教育相談事業
学校生活や日常生活などにおいて悩み
ごとやトラブルを抱えている児童・生徒や
保護者に対して、教育相談を行います。

30
①各中学校にさわやか相談員を１名配置
②各中学校にボランティア相談員を１名配
置

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
する。

学校教育担当

81
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

就学相談
就学時の発育・発達等に係る悩みや進路
等の相談を行います。

30

・就学に対して不安のある保護者に順次
相談を行い、状況を把握した上で、学校見
学等を実施し、必要な情報提供を行った。

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
する。

学校教育担当

82
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

不登校対策事業
不登校児童・生徒に対して、自立と学校
生活への復帰を支援するための指導・援
助を行います。

30

①中学校に不登校対策学習支援員を１名
配置
②埼玉県SSWによる各校への巡回相談の
実施

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
する。

学校教育担当

83
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

いじめの対策事業
小中学生のつらい気持ちの原因の上位
であるいじめや友達関係についての教育
指導を実施していきます。

30
①宮代町教育支援センターに教育相談員
の他、専門相談支援員を１名配置
②いじめ不登校対策連絡会議の実施

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
する。

学校教育担当

84
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

就学時健康診断
就学を迎える児童の保護者の相談に応じ
ることにより、適切な就学を支援します。

30

計画どおり１０月に実施した。翌年度就学
の児童の様子・状況を把握し、必要に応じ
て保護者とも面談を実施、就学に係る保
健上・教育上必要な助言を行った。

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
する。

学校教育担当

85
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

就学援助費 就学援助制度の充実を図ります。 30
就学援助制度についての周知を手紙の配
布や広報、HPを使って行った。

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
する。

学校教育担当

86
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

教職員研修

教職員向け研修の中で自殺問題や支援
先等に関する情報を提供し、自殺問題に
対する意識を高めるとともに、指導・相談
の充実を図ることにより、自殺を防ぐ体制
を強化します。

30

①管理職への情報提供等
②生徒指導主任、教育相談主任、養護教
諭などの学校におけるキーパーソンへの
情報提供等

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
予定する。

学校教育担当

87
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

学校職員の健康管
理

教職員の健康診断やストレスチェックを実
施し、心身の健康管理に努めます。

30

７月に教職員の健康診断を実施した。ま
た、１０月にストレスチェックを実施し、職員
の心身の状況の把握とともに、健康管理に
努めた。

計画に基づき
実施中

教職員の健康診断を実施
し、心身の健康管理に努
める。

学校教育担当

88
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

学校保健委員会
学校保健委員会において、保護者に対し
て心身の健康づくりについての情報提供
を行います。

30
学校保健委員会等をとおして、保護者に
対して心身の健康づくりについての情報
提供を行った。

計画に基づき
実施中

学校保健委員会におい
て、保護者に対して心身
の健康づくりについての
情報提供を行う。

学校教育担当

10
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89
学校におけるこころ
の健康づくり

学校におけるこころ
の健康づくり

SOSの出し方に関す
る教育

児童・生徒が悩みを抱え込まずに、周囲
の人に相談するための方法について指導
します。

30
児童生徒への指導・啓発・情報提供（県か
らのツール等）を行った。

計画に基づき
実施中

令和6年度と同様に実施
予定する。

学校教育担当

11


